
 

 

建設業者監督処分簿 

１ 処分を受けた建設業者に関する事項 

商号又は名称 有限会社川村総合建設 代表者氏名 川村 五介 

主たる営業所の所在地 高知県室戸市領家７２８－１ 

許可番号 高知県知事許可 

(般・特)第 8347号 

許可を受けている

建設業の種類 

土 建 大 左 と 石 屋 タ

鋼 筋 ほ し 板 ガ 塗 防

内 絶 具 水 

 

２ 処分に関する事項 

処分年月日 平成 27年 7月 14日 処分を行った者 高知県知事 

根拠法令 建設業法第 28条第１項（同条第１項第３号該当） 

処分の内容 

建設業法第 28条第１項に基づく指示 

１ 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講じること。 

（１）今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 

（２）社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 

（３）建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 

２ 前項各号について講じた措置（同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれ

を含む。）を速やかに文書でもって報告すること。 

処分の原因となった事実 

有限会社川村総合建設及び同社現場代理人は、平成 26年 10月８日、室戸市室津字磯道 2884番地１所

在の平成 25年度室戸市新火葬場建築主体工事現場において、派遣労働者に、高さ約 3.5メートルの足場

組立て作業を行わせるに当たり、当該作業においては、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあったの

であるから、作業を指揮する者を指名してその者に直接作業を指揮させ、あらかじめ作業の方法及び順序

を当該作業に従事する労働者に周知させなければならなかったのにこれらをせず、もって作業方法から生

ずる危険を防止するために必要な措置を講じなかったものである。 

この事実に対し両名は、平成 27年２月 12日付けで安芸簡易裁判所から労働安全衛生法違反でそれぞれ

罰金 10万円の略式命令を受け、有限会社川村総合建設は平成 27年２月 28日に、同社現場代理人は平成

27年３月３日にその刑が確定している。 

その他参考と

なる事項 
 ‐ 

 


